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議案第1号
議案第4号

児 童 5 条例制定に伴い市が新たに実施する事業の詳細 玉 井

議案第1号
議案第4号

児 童 6～14 国の基準と市の条例で定める基準の比較 玉 井

議案第5号 健康医療 15～16 府内統一前とその後の収入ごとの国民健康保険料の経年比較 五 十 川

議案第8号 水 道 17
水道条例改正案の提案の経過と吹田市指定給水装置工事事業
者数の内訳

竹 村

議案第9号 地域教育 19～21 吹一地区公民館さんくす分館廃止について提出された意見等 山 根

議案第17号 健康医療 23 中期計画策定に至るまでの連携協議状況等 五 十 川

議案第17号 健康医療 24～27
令和７年度（2025年度）包括外部監査に係る結果・意見の対
応一覧 ＮО.１～４

五 十 川

議案第17号 健康医療 28～29
市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関
する事項の令和６年度（2024年度）実績の市内、市外の内訳
ＮО.１～２

五 十 川

議案第17号 健康医療 30 大阪府内の各市民病院の令和６年度（2024年度）経営状況 小 北

議案第17号 健康医療 31 市立吹田市民病院跡地売却に向けた検討経過 小 北

要求委員名





（
1）

 

議
案

第
１

号
、

第
４

号
参

考
資

料
 

児
童

部
保

育
幼

稚
園

室
 

条
例

制
定

に
伴

い
市

が
新

た
に

実
施

す
る

事
業

の
詳

細
 

 

（
単

位
：

千
円

）
 

取
組

名
 

内
容

 
実

施
形

態
 

令
和

８
年

度

（
2
0
2
6
年

度
）

 

予
算

額
 

１
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

へ
の

巡
回

 

支
援

 

新
規

参
入

施
設

等
巡

回
支

援
の

対
象

に
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
を

追
加

し
、

新
た

に

事
業

を
実

施
す

る
事

業
所

に
経

験
豊

富
な

保
育

士
資

格
を

有
す

る
職

員
（

会
計

年
度

任
用

職
員

）
が

訪
問

し
、

保
育

内
容

及
び

保
護

者
支

援
の

方
法

等
の

確
立

を
支

援
す

る
。

 

＜
実

施
体

制
＞

 

教
育

・
保

育
施

設
支

援
相

談
員

（
会

計
年

度
任

用
職

員
）

 
 

２
人

 

訪
問

頻
度

 
 

年
に

２
～

３
回

程
度

、
そ

の
他

必
要

に
応

じ
て

適
宜

 

直
営

 

 

1
2
,
8
4
8
 

※
 

２
 

子
育

て
支

援
員

研
修

 

（
仮

称
）

乳
児

等
通

園
支

援
コ

ー
ス

 

の
実

施
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

従
事

者
の

確
保

・
育

成
の

た
め

、
子

育
て

支
援

員
研

修
の

（
仮

称
）

乳
児

等
通

園
支

援
コ

ー
ス

を
実

施
す

る
。

 

＜
実

施
内

容
（

予
定

）
＞

 

 
 

定
員

：
2
0
人

程
度

 

基
本

研
修

、
専

門
研

修
（

共
通

科
目

、
乳

児
等

通
園

支
援

コ
ー

ス
）

 

合
計

3
0
時

間
程

度
（

見
学

研
修

を
除

く
）

を
想

定
 

委
託

 
4
5
4
 

３
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
従

事
者

に
対

す

る
就

学
前

教
育

・
保

育
施

設
職

員
研

修

の
実

施
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

保
育

従
事

者
に

対
し

て
も

、
市

独
自

事
業

で
あ

る
就

学
前

教

育
・

保
育

施
設

職
員

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
事

業
の

質
の

維
持

・
向

上
を

図

る
。

 

＜
実

施
内

容
＞

 

乳
児

保
育

・
保

護
者

支
援

・
子

育
て

支
援

な
ど

、
約

2
0
講

座
 

委
託

 

 

9
,
6
0
5
 

※
 

合
 

計
 

2
2
,
9
0
7
 

※
 
事

業
全

体
の

予
算

額
を

記
載

。
現

有
体

制
で

対
応

。
 

■■
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（
1）

 

議
案
第
１
号
、
第

４
号

参
考
資
料

 

児
童
部
保
育
幼
稚
園
室

 

国
の
基
準
と
市
の
条
例
で
定
め
る
基
準
の
比
較

 

 

１
 
吹
田
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

１
 
防
災

 
１

 
事

業
者

は
、

消
火

用
具

、
非

常
口

そ
の

他
非

常
災

害
に

必
要

な
設

備
を

設
け

、
非

常
災

害
に

対
す

る
具

体
的

計
画

を
策

定
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 

少
な

く
と

も
毎

月
１

回
、

避
難

及
び

消
火

に
関

す
る

訓
練

を
行

わ

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

同
左

 

２
 
安
全
計
画

 
事

業
者

は
、

安
全

確
保

の
た

め
の

設
備

の
点

検
、

研
修

、
訓

練
等

を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

、
こ

れ
に

従
い

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ

ば
な
ら
な
い

。
 

同
左

 

３
 
自
動
車
の
運

行
 

１
 

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
事

業
所

外
で

の
活

動
等

の
た

め
の

移

動
で

自
動

車
を

運
行

す
る

と
き

は
、

利
用

乳
幼

児
の

乗
車

及
び

降
車

の
際
に
、
利

用
乳
幼

児
の

所
在
を
確
認

し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
送

迎
を

目
的

と
し

た
自

動
車

を
運

行

す
る

と
き

は
、

ブ
ザ

ー
等

の
利

用
乳

幼
児

の
見

落
と

し
を

防
止

す
る

装
置
を
備
え

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

同
左

 

４
 
他

施
設

等
と

の
併

設
 

事
業

者
は

、
他

の
社

会
福

祉
施

設
等

を
併

せ
て

設
置

す
る

と
き

は
、

乳
児

等
通

園
支

援
に

支
障

が
な

い
場

合
に

限
り

、
当

該
乳

児
等

通
園

支

援
事

業
所

の
設

備
及

び
職

員
の

一
部

を
併

設
す

る
社

会
福

祉
施

設
等

に

兼
ね
る
こ
と

が
で
き

る
。

 

同
左

 

6



（
2）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

５
 
差
別
の
禁
止

 
事

業
者

は
、

利
用

乳
幼

児
の

国
籍

、
信

条
等

に
よ

っ
て

差
別

的
取

扱

い
を
し
て
は

な
ら
な

い
。

 

同
左

 

６
 
虐
待
等
の
禁

止
 

事
業

所
の

職
員

は
、

利
用

乳
幼

児
に

対
し

、
虐

待
そ

の
他

当
該

利
用

乳
幼
児
の
心

身
に
有

害
な

影
響
を
与
え

る
行
為

を
し

て
は
な
ら
な

い
。

 

同
左

 

７
 
食
事

 
事

業
者

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

は
、

調
理

の
た

め
の

加
熱

、

保
存
等
の
調

理
設
備

を
備

え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

同
左

 

８
 
運
営
規
程

 
事

業
者

は
、

次
に

掲
げ

る
事

業
の

運
営

に
つ

い
て

の
重

要
事

項
に

関

す
る
規
定
を

定
め
て

お
か

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 
 

（
１
）
特
定

乳
児
等

通
園

支
援
事
業
の

目
的
及

び
運

営
の
方
針

 
 

（
２
）
そ
の

提
供
す

る
特

定
乳
児
等
通

園
支
援

の
内

容
 
 

（
３
）
職
員

の
職
種

、
員

数
及
び
職
務

の
内
容

 
 

（
４

）
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

の
提

供
を

行
う

日
及

び
時

間
並

び
に

提

供
を
行
わ
な

い
日

 
 

（
５

）
保

護
者

か
ら

支
払

を
受

け
る

費
用

の
種

類
、

支
払

を
求

め
る

理

由
及
び
そ
の

額
 
 

（
６
）
１
時

間
当
た

り
の

利
用
定
員

 
 

（
７

）
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

の
利

用
の

開
始

及
び

終
了

に
関

す

る
事
項
そ
の

他
の
利

用
に

当
た
っ
て
の

留
意
事

項
 

（
８
）
緊
急

時
等
に

お
け

る
対
応
方
法

 
 

（
９
）
非
常

災
害
対

策
 
 

（
1
0
）
虐
待

の
防
止

の
た

め
の
措
置
に

関
す
る

事
項

 
 

（
1
1
）

そ
の

他
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

の
運

営
に

関
す

る
重

要
事

項
 

同
左
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（
3）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

９
 
秘
密
保
持

 
事

業
所

の
職

員
は

、
業

務
上

知
り

得
た

利
用

乳
幼

児
又

は
そ

の
家

族

の
秘
密
を
漏

ら
し
て

は
な

ら
な
い
。

 

同
左

 

1
0
 
事
業
区
分

 
実
施
形
態
と

し
て
、

一
般

型
及
び
余
裕

活
用
型

を
設

定
す
る
。

 
同
左

 

1
1
 
［
一
般
型
］

 

設
備
基
準

 

 
設
備
基
準

は
、
次

の
と

お
り
と
す
る

。
 

（
１
）
乳
児

又
は
満

２
歳

に
満
た
な
い

幼
児
を

利
用

さ
せ
る
事
業

所
 

・
乳
児
室
又

は
ほ
ふ

く
室

及
び
便
所
を

設
け
る

。
 

・
乳

児
室

の
面

積
は

、
１

人
に

つ
き

1
.
6
5

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

と

す
る
。

 

・
ほ
ふ
く
室

の
面
積

は
、

１
人
に
つ
き

3
.
3
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上

と

す
る
。

 

（
２
）
満
２

歳
以
上

の
幼

児
を
利
用
さ

せ
る
事

業
所

 

・
保
育
室
又

は
遊
戯

室
及

び
便
所
を
設

け
る
。

 

・
保

育
室

又
は

遊
戯

室
の

面
積

は
、

１
人

に
つ

き
1
.
9
8

平
方

メ
ー

ト
ル
以
上
と

す
る

 

同
左

 

1
2
 
［
一
般
型
］

 

職
員

 

１
 

事
業

所
に

は
、

保
育

士
又

は
市

町
村

長
が

行
う

研
修

を
修

了
し

た

者
を
置
か
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

２
 

従
事

者
の

数
は

、
乳

児
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
人

以
上

、
満

１

歳
以

上
満

３
歳

未
満

の
幼

児
お

お
む

ね
６

人
に

つ
き

１
人

以
上

と

し
、
そ
の
う

ち
半
数

以
上

は
保
育
士
と

す
る
。

 

３
 
事
業
所

と
し
て

常
に

２
人
以
上
を

配
置
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

 

同
左

 

8



（
4）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

1
3
 
［
余
裕
活
用

型
］

 

設
備
・
職
員

 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

施
設

又
は

事
業

所
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定
め
る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

（
１
）
保
育

所
 

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

昭
和

2
3
年

厚

生
省
令
第

6
3号

）
（
保
育

所
に

係
る
も
の
に

限
る
。
）

 

（
２
）
幼
保

連
携
型

認
定

こ
ど
も
園
以

外
の
認

定
こ

ど
も
園

 

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

総
合

的
な

提
供

の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「

認
定

こ
ど

も
園

法
」

と
い

う
。
）

第
３

条
第

２
項

に
規

定
す

る
主

務
大

臣
が

定

め
る
施
設
の

設
備
及

び
運

営
に
関
す
る

基
準

 

（
３
）
幼
保

連
携
型

認
定

こ
ど
も
園

 

 
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

学
級

の
編

制
、

職
員

、
設

備
及

び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
2
6
年

内
閣

府
・

文
部

科
学

省
・

厚
生

労

働
省
令
第
１

号
）

 

（
４
）
家
庭

的
保
育

事
業

等
を
行
う
事

業
所

 

家
庭

的
保

育
事

業
等

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

2
6

年
厚

生
労

働
省

令
第

6
1
号

）
（

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
に

係
る

も
の

を
除
く
。
）

 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

施
設

又
は

事
業

所
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定
め
る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

（
１
）
保
育

所
 

 
同
左

 

 

（
２
）
幼
保

連
携
型

認
定

こ
ど
も
園
以

外
の
認

定
こ

ど
も
園

 

 
 

吹
田

市
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
（

令
和

元
年

吹
田

市
条

例
第

2
9号

）
 

 （
３
）
幼
保

連
携
型

認
定

こ
ど
も
園

 

 
 

吹
田

市
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な

提
供
の
推
進

に
関
す

る
法

律
施
行
条
例

 

 （
４
）
家
庭

的
保
育

事
業

等
を
行
う
事

業
所

 

同
左
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（
5）

 

２
 
吹
田
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
条
例

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

１
 
利
用
定
員

 
１

 
事

業
者

は
、

１
時

間
当

た
り

の
利

用
定

員
を

定
め

る
も

の
と

す

る
。

 

２
 

事
業

者
は

、
利

用
時

間
数

、
開

所
日

数
及

び
時

間
そ

の
他

の
事

情

を
考
慮
し
て

１
月
当

た
り

の
利
用
定
員

を
定
め

る
も

の
と
す
る
。

 

同
左

 

２
 
面
談

 
１

 
事

業
者

は
、

利
用

の
申

込
み

を
受

け
た

後
、

最
初

に
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

を
提

供
し

よ
う

と
す

る
と

き
に

、
子

供
及

び
そ

の
保

護
者

の
心

身
の

状
況

及
び

子
供

の
養

育
環

境
を

把
握

す
る

た
め

、
保

護
者

と
の
面
談
を

行
わ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

２
 

事
業

者
は

、
面

談
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
運

営

規
程

の
概

要
、

職
員

の
勤

務
の

体
制

、
費

用
等

の
重

要
事

項
を

記
載

し
た
文
書
を

交
付
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

 

３
 

事
業

者
は

、
面

談
に

お
い

て
、

重
要

事
項

を
説

明
し

、
当

該
申

込

み
に

係
る

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
の

提
供

に
つ

い
て

保
護

者
の

同
意

を
得
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

同
左

 

３
 
正

当
な

理
由

の
な

い
提

供
拒

否
の

禁

止
 

事
業

者
は

、
利

用
の

申
込

み
を

受
け

た
と

き
は

、
正

当
な

理
由

が
な

け
れ
ば
、
こ

れ
を
拒

ん
で

は
な
ら
な
い

。
 

同
左

 

４
 
乳

児
等

支
援

給
付

認
定

の
申

請
に

係

る
援
助

 

事
業

者
は

、
乳

児
等

支
援

給
付

認
定

を
受

け
て

い
な

い
保

護
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

当
該

保
護

者
の

意
思

を
踏

ま
え

て

速
や

か
に

乳
児

等
支

援
給

付
認

定
の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援

助
を
行
わ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

同
左
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（
6）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

５
 
心

身
の

状
況

等
の

把
握

 

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

及
び

そ
の

保
護

者
の

心
身

の
状

況
、

当
該

乳
幼

児
の

養
育

環
境

、
他

の
事

業
者

が
提

供
す

る
特

定
乳

児
等

通
園

支

援
の

利
用

状
況

そ
の

他
の

教
育

・
保

育
等

の
利

用
の

状
況

の
把

握
に

努

め
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

同
左

 

６
 
提
供
の
記
録

 
事

業
者

は
、

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
を

提
供

し
た

日
時

、
時

間
、

内

容
そ
の
他
必

要
な
事

項
を

記
録
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

同
左

 

７
 
支
払

 
１

 
事

業
者

は
、

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
の

質
の

確
保

及
び

向
上

を
図

る
上

で
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

対
価

に
つ

い
て

、
当

該
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

に
要

す
る

費
用

と
し

て
見

込
ま

れ
る

も
の

の
額

と
公

定
価

格
と

の
差

額
に

相
当

す
る

金
額

の
範

囲
内

で
利

用
料

の
支

払
を

保
護
者
か
ら

受
け
る

こ
と

が
で
き
る
。

 

２
 

事
業

者
は

、
利

用
料

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
費

用
（

実
費

）
の

支

払
を
保
護
者

か
ら
受

け
る

こ
と
が
で
き

る
。

 

（
１

）
日

用
品

、
文

房
具

そ
の

他
の

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
に

必
要

な
物
品
の
購

入
に
要

す
る

費
用

 

（
２

）
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

に
係

る
行

事
へ

の
参

加
に

要
す

る
費

 

用
 

（
３
）
食
事

の
提
供

に
要

す
る
費
用

 

（
４

）
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

通
う

際
に

提
供

さ
れ

る
便

宜
に
要
す
る

費
用

 

（
５

）
そ

の
他

、
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

の
利

用
に

お
い

て
通

常
必

要
と

さ
れ

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
保

護
者

に
負

担
さ

せ

る
こ
と
が
適

当
と
認

め
ら

れ
る
も
の

 

同
左
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（
7）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

３
 

事
業

者
は

、
利

用
料

及
び

実
費

の
支

払
を

受
け

た
場

合
は

、
保

護

者
に
対
し
、

領
収
証

を
交

付
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 

事
業

者
は

、
利

用
料

及
び

実
費

の
支

払
を

求
め

る
際

は
、

あ
ら

か

じ
め

、
使

途
及

び
額

並
び

に
保

護
者

に
支

払
を

求
め

る
理

由
に

つ
い

て
書

面
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

保
護

者
に

対
し

て
説

明
を

行
い

、
文

書
に

よ
る

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ

し
、

実
費

の
支

払
に

係
る

同
意

に
つ

い
て

は
、

文
書

に
よ

る
こ

と
を

要
し
な
い
。

 

８
 
特

定
乳

児
等

通
園

支
援
の
取
扱

方
針

 

事
業

者
は

、
保

育
所

保
育

指
針

に
準

じ
、

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

特
性

に
留

意
し

て
、

利
用

乳
幼

児
及

び
そ

の
保

護
者

の
心

身
の

状
況

等

に
応

じ
て

、
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

の
提

供
を

適
切

に
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。

 

同
左

 

９
 
相
談
及
び
援

助
 

事
業

者
は

、
常

に
利

用
乳

幼
児

及
び

そ
の

保
護

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

当
該

乳
幼

児
の

養
育

環
境

の
的

確
な

把
握

に
努

め
、

当
該

乳
幼

児

及
び

そ
の

保
護

者
か

ら
の

相
談

に
適

切
に

応
じ

る
と

と
も

に
、

必
要

な

助
言
そ
の
他

の
援
助

を
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

同
左

 

1
0
 
緊
急
時
等
の

対
応

 
事

業
所

の
職

員
は

、
現

に
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

の
提

供
を

行
っ

て

い
る

と
き

に
利

用
乳

幼
児

に
体

調
の

急
変

が
生

じ
た

場
合

そ
の

他
必

要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
当

該
乳

幼
児

の
保

護
者

又
は

医
療

機
関

へ
の

連

絡
を
行
う
等

の
必
要

な
措

置
を
講
じ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

同
左

 

1
1
 
勤

務
体

制
の

確
保

等
 

１
 

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

に
対

し
、

適
切

な
特

定
乳

児
等

通
園

支

援
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
ご

と
に

職
員

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な

同
左
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（
8）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

い
。

 

２
 

事
業

者
は

、
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
ご

と
に

、
当

該
事

業

所
の

職
員

に
よ

っ
て

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
の

提
供

に
直

接
影

響
を

及
ぼ
さ
な
い

業
務
に

つ
い

て
は
、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

３
 

事
業

者
は

、
職

員
の

資
質

の
向

上
の

た
め

に
、

そ
の

研
修

の
機

会

を
確
保
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

1
2
 
利
用
定
員
の

遵
守

 
事

業
者

は
、

１
時

間
当

た
り

の
利

用
定

員
を

超
え

て
特

定
乳

児
等

通

園
支
援
の
提

供
を
行

っ
て

は
な
ら
な
い

。
 

同
左

 

1
3
 
掲
示
等

 
事

業
者

は
、

事
業

所
の

見
や

す
い

場
所

に
、

運
営

規
程

の
概

要
、

職

員
の

勤
務

の
体

制
、

保
護

者
か

ら
支

払
を

受
け

る
費

用
の

額
そ

の
他

の

利
用

の
申

込
み

を
し

た
者

の
特

定
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

選
択

に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲
示

す
る

と
と

も
に

、
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ
ト
等
に

よ
り
公

衆
の

閲
覧
に
供
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

同
左

 

1
4
 
苦
情
解
決

 
１

 
事

業
者

は
、

そ
の

提
供

し
た

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
に

関
す

る
利

用
乳

幼
児

又
は

保
護

者
そ

の
他

の
当

該
乳

幼
児

の
家

族
（

以
下

「
利

用
者

等
」

と
い

う
。
）

か
ら

の
苦

情
に

迅
速

か
つ

適
切

に
対

応
す

る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
の

設
置

そ
の

他
の

必
要

な
措
置
を
講

じ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 

事
業

者
は

、
苦

情
を

受
け

付
け

た
場

合
に

は
、

当
該

苦
情

の
内

容

そ
の
他
の
事

項
を
記

録
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

事
業

者
は

、
利

用
者

等
か

ら
の

苦
情

に
関

し
て

市
町

村
が

実
施

す

る
事
業
に
協

力
す
る

よ
う

努
め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

同
左
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（
9）

 

主
な
項
目

 
国
の
基
準

 
市
の
条
例
で

定
め
る

基
準

 

４
 

事
業

者
は

、
市

町
村

が
行

う
報

告
徴

収
及

び
立

入
検

査
に

応
じ

、

市
町

村
が

行
う

調
査

に
協

力
す

る
と

と
も

に
、

市
町

村
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
当

該
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要
な

改
善
を
行
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

５
 

事
業

者
は

、
市

町
村

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

改
善

の

内
容
を
市
町

村
に
報

告
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

1
5
 
記
録
の
整
備

等
 

１
 

事
業

者
は

、
事

業
所

の
職

員
、

設
備

及
び

会
計

に
関

す
る

諸
記

録

を
整
備
し
て

お
か
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

２
 

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

に
対

す
る

特
定

乳
児

等
通

園
支

援
の

提

供
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

記
録

等
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

５
年
間
保
存

し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

（
１
）
特
定

乳
児
等

通
園

支
援
の
提
供

に
当
た

っ
て

の
計
画

 

（
２
）
特
定

乳
児
等

通
園

支
援
の
提
供

の
記
録

 

（
３
）
保
護

者
に
関

す
る

市
町
村
へ
の

通
知
に

係
る

記
録

 

（
４
）
苦
情

の
内
容

等
の

記
録

 

（
５

）
事

故
の

状
況

及
び

事
故

に
際

し
て

採
っ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録

 

同
左

 

※
市
基
準
を
国
基
準
の
と
お
り
と
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
な
項
目
を
お
示
し
し
て

い
ま
す
。
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議案第８号参考資料 

水道部工務室 

 

水道条例改正案の提案の経過と吹田市指定給水装置工事事業者数の内訳 

 

１ 経過 

令和６年能登半島地震の際、被災地において指定給水装置工事事業者の確保が困難となり、給水

装置の復旧に時間を要したことから、各戸で長期間にわたり水道が使用できない状況となりました。

当該事業者の確保が困難となった要因としては、宅内配管工事を担う地元市町の事業者数が被害規

模に比して少なかったことや、事業者自身が被災したことなどが挙げられます。 

その後、国土交通省から令和７年(2025年) ４月 22日付け「災害その他非常の場合における給水

装置工事の施行について(通知)」が発出され、災害その他非常時における給水装置工事の実施に当

たっては、各水道事業者において供給規程等を改正する必要がある場合が考えられ、改正の要否を

検討するよう助言がありました。 

これを受け、本市における指定給水装置工事事業者の状況、並びに近隣各市の動向を踏まえて検

討を行った上で、供給規程となる水道条例の改正に向けて、同年 11月 27日から 12月 26日までパ

ブリックコメントを実施し、本議案の提案に至ったものです。 

 

２ 吹田市指定給水装置工事事業者数 (令和７年(2025年)12月末時点) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

568 事業者 79 事業者 425 事業者 64 事業者

内訳

府外
市内

市外
指定給水装置工事

事業者
府内
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地域教育部まなびの支援課

№
提出
方法

提出者区分 意見

1 FAX 住民

私は毎週月曜日にさんくす分館で100歳体操、スマイル体操等に参
加しています。
そのおかげで毎日、健康に過ごすことができ、たくさんの仲間がで
きて、月曜日が楽しみです。
年に２～３回、体力測定があり、高齢福祉室の方が来られて、100
歳体操を続けて下さいと常に話されています。
なのに吹田市の別の部署では、その場所を閉鎖しようとしていま
す。どういうことでしょうか。
さんくす分館の廃館はしかたない事かもしれませんが、この場所で
体操が継続できるようにお願いします。
ずっと健康でいたいです。

2 FAX
事業その他の
活動を行う者

年を重ね足腰も弱くなり、遠くを歩くことが難しくなってきている
方が多く、バスの便も少ないことから駅近くで続けられるこの場所
（分室）での存続をお願いしたいです。

3 FAX
事業その他の
活動を行う者

私たちが1995年に絵を教えて頂きたく吹一公民館を訪れた時、入れ
て頂いたのは吹一公民館水彩画同好会という長年続いた会でした。
先生は遠く京都から来て下さっていました。同年、油絵も教えて
下さることになり油絵同好会も出来ました。
公民館改修工事に伴い、さんくす分館に教室が変更になった頃には
絵の道具や画材となる花・果物・花瓶等を自転車で運んでいまし
た。先生もバス・電車を乗り継いで画材を持って来てくださいまし
た。電車で来る生徒もいました。高齢になり自転車に乗れなくなり
ましたが駅前にあるさんくす分館は電車・バスを降りて直ぐですか
ら荷物を運ぶのも苦労しません。花瓶等一部は教室に置かせても
らっています。
新しく立派な吹一公民館本館が建つことを嬉しく思って居りますが
駅前から荷物を持って歩いていくことが出来ないので教室で絵を描
くのは諦めなくてはいけないでしょうか。この先今の参加者がます
ます高齢になりますが、そんな高齢者の楽しみとコミュニケーショ
ンの場として、さんくすの一画に場所を提供して頂けたらありがた
いです。

4 FAX 住民

今の所が足場も良く便利なのでつづけて使用出来るようにお願い致
します。
電車利用も多く、この場所はいいです。
雨の日風の日、駅近がありがたい、年を重ねると
安全第一でお願い致します。

１　吹田市公民館条例の一部改正に係る骨子案に対する市民意見

議案第９号参考資料

　　吹一地区公民館さんくす分館廃止について提出された意見等

（1）
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№
提出
方法

提出者区分 意見

5
電子申
込シス
テム

住民

私は吹一公民館さんくす分館の近隣の自治会の者です。来年の１１
月頃にさんくす分館を閉館するということに異議をお伝えします。
当自治会は自治会館を所有していなく、毎月の役員会、夏季、年度
末の会議等にさんくす分館を利用しています。
さんくす分館が閉館となれば自治会の運営に大きな打撃を受けてし
まいます。
近隣に内本町コミュニティセンターがありますが、８０歳を超える
役員が数名います。
夜間の会議のためのコミュニティセンターまでは遠く退任希望の声
も出ており、自治会解散も視野に検討することになっております。
閉館後もこの場所で会議等ができるような施設を新設していただけ
ますようにお願い致します。
地域活性のためにも自治会を存続させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

（2）
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　　吹一地区公民館さんくす分館廃止について提出された意見等

２　地域から提出された要望書

（3）
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議案第17号参考資料
健康医療部健康まちづくり室

時期
(令和７年度（2025年度）)

協議内容等

10月上旬～12月上旬
中期計画の素案について、メール、電話、対面による協議を実施（約25
回）

12月11日
令和7年（2025年）11月定例会健康福祉常任委員会
（地方独立行政法人市立吹田市民病院第4期中期目標の策定について）

12月中旬～1月上旬

健康福祉常任委員会での質疑を踏まえ、メール、電話、対面による協議を
実施（約15回）

【主な協議事項】
（1）全体
各項目において中期目標との違いが分かるよう取組の具体化について協
議。

（2）病床機能や経営状況の見える化
情報提供が目的ではなく、経営状況等の可視化を通して市民の理解を深
めてもらう趣旨となるよう標題を修正。

（3）合理的配慮への対応
職員を対象とした研修の実施を想定し、「障がいの特性に応じた職員の適
切な理解や、配慮への認識を深めることで、合理的配慮の対応を進め
る。」と修正。

（4）効果的・効率的な業務運営
目標の進捗状況や経営状況を院内で共有できるよう全職員を周知の対
象とするように修正。

2月18日
令和8年（2026年）2月定例会提案
（地方独立行政法人市立吹田市民病院第4期中期計画の認可について）

中期計画策定に至るまでの連携協議状況等
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議案第１７号参考資料
健康医療部健康まちづくり室

項目 対応時期・内容 第４期中期計画（案）該当箇所

意見１

【経営基盤強化のための取組】
経営改善の取組はこれまでも継続しており、引き続き
取り組む。さらに経営基盤強化のため、収益や費用の
テーマを絞った改善に取り組む。（委託費、薬品費
等）

第4-1
　経営基盤の確立

意見２

【政策医療の需要に応える体制の検証】
救急搬送の受入状況については引き続き事例を把握
し、体制を維持しながら医療需要に応えるよう努め
る。
また、紹介や救急の断りに関して、断り理由を深掘り
した資料を経営戦略会議で共有し、ボトルネックと
なっている要因を抽出し、改善に取り組む。
吹田市とこれまで同様、情報共有を密に行っていく。

第2-2
　市民病院として担うべき医療

意見３

【地域医療連携の取組の推進】
断り事案の分析については、現在も特徴的な事案につ
いて幹部会・部長会で分析・協議を行っているが、さ
らなる分析を検討する。また、診療科別の目標設定に
ついては、診療科ごとの状況（医師のマンパワー等）
や疾患構成の変動があるが、検討していく。

第2-4-(1)
地域の医療機関（かかりつけ

医等）との機能分担・連携

意見４

【法人の目標と整合した業績評価指標の設定】
令和７年度(2025年度)より法人としての事業目標であ
る病床稼働率90％と整合する形で病院指定目標を設定
している。令和８年度(2026年度)も同様に年度計画の
目標数値である85％と整合するよう診療科別の目標を
設定する。

第3-1-(2)
　目標管理の徹底

意見５

【地方独立行政法人化の効果検証と長期的視点での計
画】
令和８年度(2026年度)以降、吹田市と病院とで検討し
ていく。

意見６
【市議会や委員会における病院職員の出席】
対応済み。（議会や常任委員会において、参考人とし
ての出席要請があれば出席する。）

意見７

意見８

結果１

結果２
【運営費負担金の交付根拠の文書化】
次回の交付時までに運営負担金の交付要領として文書
化する。

意見９
【運営費負担金に係る記録の保存】
組織間での認識共有した内容や経過を公文書として引
き継ぐ運用とした。

該当なし

令和７年度（2025年度） 包括外部監査に係る結果・意見の対応一覧　Ｎｏ.１

第３　運営費負担金

【意見７ 運営費負担金の積算基準の見直し】
【意見８ 運営費負担金の項目ごとの実績額の集計方法
の見直し】
【結果１ 医師等研究研修に要する経費の範囲の見直
し】
支出すべき項目については、総務省繰出基準に基づ
き、令和８年度(2026年度)予算において整理した上で
計上済み。実績額の集計方法等については同年度中に
見直し予定。

該当なし

第２　病院事業の進捗や目標の達成状況を踏まえたＰＤＣＡの検証

（　1　）
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項目 対応時期・内容 第４期中期計画（案）該当箇所

意見11
【予算統制の強化】
令和７年度(2025年度)対応済み。

意見12
【医師の宿日直制度の運用状況のチェックについて】
医師の負担とならない方法で何ができるか検討してい
く。

意見13
【医長以上の職員の時間外労働時間の公表】
令和８年度(2026年度)から事業実績等報告書に記載。

意見16
【管理監督者性について再度の検証】
管理監督者該当性を再度検証する。

結果５

結果６

結果７
【契約規程に合致する契約方法の選択】
契約規程に基づき契約方法を選択する対応を行う。

意見17
【予定価格算出根拠資料の契約関係資料一式としての
保存】
現在は、意見のとおり対応している。対応済み。

意見18
【入札参加者を増やすための取組の文書化】
対応に向けて文書化の方法を検討中。

結果８
【不適切な契約書作成の省略】
指摘内容のとおり対応する。

令和７年度（2025年度） 包括外部監査に係る結果・意見の対応一覧　Ｎｏ.２

第４　予算及び決算

意見14

意見15

【結果５ 管理監督者の夜間勤務手当に関する規程の変
更】
【結果６ 変形労働時間制に関する規程及び運用の見直
し】
規程を改正予定。

第６　医師の働き方改革への対応及び労務管理

【時間外勤務命令申請、宿日直勤務報告書提出期限の
遵守】
提出期限を徒過した医師に対する指導等を引き続き積
極的に行う。

【自己研鑽を行ったとされている時間のチェックにつ
いて】
医師の負担とならない方法で何ができるか検討してい
く。

【割増賃金算定の基礎となるべき賃金の見直し】
割増賃金算定の基礎となるべき賃金の見直しについて
検討していく。

第７　契約事務

第2-3-(2)
　法令・行動規範（コンプライ
アンス）の徹底

第3-2-(1)
　働き方改革の推進

結果４

意見10
【予算の実態に即した積算】
令和８年度(2026年度)から、病床稼働率を85％とする
等、実態に合わせた積算に変更済み。 該当なし

第５　内部統制

結果３
【内部統制体制の整備】
令和８年度(2026年度)中に取り組む。

第2-3-(2)
法令・行動規範（コンプライ

アンス）の徹底

第2-3-(2)
　法令・行動規範（コンプライ
アンス）の徹底

意見19

【医療機器の購入契約から保守点検契約までの確認事
項の文書化】
文書化の方法については検討中だが、今後対応してい
く。

（　2　）
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項目 対応時期・内容 第４期中期計画（案）該当箇所

意見20
【医療機器導入時における不正防止に向けた取組の実
施】
今後検討していく。

意見21
【契約規程第21条第1項第3号「緊急の必要」の適正な
適用】
指摘内容のとおり対応する。

意見23
【契約書と仕様書の綴じ方の誤り】
指摘内容のとおり対応する。

意見24
【暴力団排除等の誓約書の全件提出】
吹田市の動向を踏まえて対応を検討していく。

意見25

【吹田市への監査意見の出資団体、財政支援団体への
展開】
出資団体、財政支援団体への具体的な周知方法につい
て今後検討していく。

該当なし

意見27
【物流管理（SPD）業務の委託内容（仕様書）の精査】
次回仕様書作成時に文言修正か削除で対応する。

意見29
【診療費支払い計画確約書の記載の修正】
対応済み。

意見30

意見31

結果９
【医業未収金回収マニュアルの修正（その2）】
対応済み。

結果10
【消滅時効管理の実施】
対応時期や内容について今後検討していく。

意見26

意見28

令和７年度（2025年度） 包括外部監査に係る結果・意見の対応一覧　Ｎｏ.３

第９　診療報酬債権管理・回収

第８　在庫管理及び材料費の適正化

【物流管理（SPD）業務委託事業者への立入検査権の明
記】
SPD事業者への監査は毎月実施しているが、併せて次回
の契約書に明記する。

【SPD事業者の固定化を回避する取組の強化】
SPD事業者の固定化を回避する取組は実施しており、新
たな取組については今後検討していく。

意見32

【より一層の情報開示と適正かつ早期の跡地売却の実
施に向けた努力】
現在も売却に向けて努力している。これまでの売却の
進捗及び検討の状況についてホームページの情報を更
新済み。

第4-1
　経営基盤の確立

意見22

第１０　旧病院の跡地売却問題

【契約規程第22条第1項第2号該当性の慎重な判断】
随意契約の透明性や公平性が確保できるよう慎重に判
断していく。

【意見30 債権管理規程の修正】
【意見31 医業未収金回収マニュアルの修正（その1）
と積極的な支払督促又は債権回収の外部委託の実施の
検討】
対応時期や内容について今後検討していく。

第4-2-(2)
　費用の節減

第4-2-(1）
　収益の確保

（　3　）
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項目 対応時期・内容 第４期中期計画（案）該当箇所

結果11

結果12

結果13

結果14

結果15

意見35
【公益通報制度の職員への周知】
制度改正について院内に周知する。

意見37
【ハラスメント通報者保護の徹底】
引き続き、ハラスメント通報者の保護に努める。

第2-3-(1)
　医療の安全性と質の向上

意見33

意見34

意見36

意見39

第１４　医療安全

意見42
【医師によるラウンド指導の実施】
対応済み。

【ハラスメント研修の実施】
引き続き、具体的な事例を反映したハラスメント研修
を実施し、ハラスメント防止に努める。

第１２　個人情報管理

意見40
【個人情報保護に関する研修受講の徹底】
必修研修と位置づけ、全職員が研修を受講するよう努
める。

第１３　医療情報システム

意見41
【サイバー攻撃対策の体制整備】
対応時期や内容について今後検討していく。

第１１　公益通報制度、ハラスメント通報窓口

【結果11 令和4年6月施行の改正公益通報者保護法に即
した内容へのコンプライアンス規程の改正】
【結果12 公益通報対応業務従事者の指定】
【結果13 公益通報先と責任者の明確化】
【結果14 公益通報受入窓口の組織の長からの独立性確
保、及び、調査者の独立性確保、利益相反の排除】
【結果15 公益通報者保護法に則り匿名通報も保護対象
であることを明確に】
指摘内容のとおり対応を検討しており、令和８年度
（2026年度）から施行する予定。

第2-3-(2)
　法令・行動規範（コンプライ
アンス）の徹底

【公益通報受け入れ要件の緩和】
指摘内容のとおり対応を検討していく。

【公益通報方法の要件の緩和】
指摘内容のとおり対応を検討しており、令和８年度
（2026年度）から施行する予定。

【ハラスメント相談の職員間の情報共有の範囲の限
定】
ハラスメント防止規程に基づき、ハラスメント対策委
員会設置要領等において規定しており、引き続き、ハ
ラスメント相談者のプライバシーの保護及び秘密の保
護に努める。

意見38
【ハラスメントに関するアンケートなどの実施】
令和８年度（2026年度）にアンケートを実施する予
定。

第2-3-(2)
　法令・行動規範（コンプライ
アンス）の徹底

第5-1-(1)
　医療情報システムの安全管理

令和７年度（2025年度） 包括外部監査に係る結果・意見の対応一覧　Ｎｏ.４

（　4　）
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議案第１7号参考資料
健康医療部健康まちづくり室

項目 市外 合計

入院患者数（人） 91,014 74.3% 31,433 122,447

外来患者数（人） 156,632 76.2% 48,836 205,468

救急車搬送受入件数（件） 3,275 79.6% 841 4,116

　うち時間内（件） 1,156 81.6% 261 1,417

　うち時間外（件） 2,119 78.5% 580 2,699

救急搬送入院件数（件） 1,040 79.1% 275 1,315

小児入院患者数（件） 4,476 69.8% 1,941 6,417

小児科外来患者数（人） 7,963 81.0% 1,872 9,835

　うち時間内（人） 6,922 82.3% 1,492 8,414

　うち時間外（人） 1,041 73.3% 380 1,421

小児科救急搬送患者数（人） 588 79.0% 156 744

　うち時間内（人） 156 85.2% 27 183

　うち時間外（人） 432 77.0% 129 561

セカンドオピニオン対応件数（件） 3 100.0% 0 3

障がい者歯科患者数（人） 1,491 87.8% 208 1,699

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の
令和6年度（2024年度）実績の市内、市外の内訳 Ｎｏ.１

市内(割合）

（　1　）
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※市内・市外の算出をしていない項目と理由

項目

時間外救急車搬送受入率

分娩件数

がん入院患者数

化学療法適用患者数

放射線治療患者数

がん手術患者数

がん検診受診者数

リハビリテーション

臨床調査個人票作成数

認知症ケアチーム介入件数

栄養サポートチーム介入件数

紹介件数・逆紹介件数

退院支援件数・医療相談件数

介護支援連携件数

当日入院件数（紹介）

共同利用を行った件数

国立循環器病研究センターからの紹
介件数

国立循環器病研究センターへの紹介
件数

国立循環器病研究センターからの回復期
リハビリテーション病棟患者受入数

データ上、件数等と患者の住所が連携していないため

受け入れできなかった患者の住所が不明のため

理由

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の
令和6年度（2024年度）実績の市内、市外の内訳 Ｎｏ.2

（　2　）
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議案第１７号参考資料
健康医療部健康まちづくり室

病院名
病床数
（床）

※純損益
（千円）

市立吹田市民病院 431 ▲ 442,686

堺市立病院機構
堺市立総合医療センター

487 ▲ 477,496

市立岸和田市民病院 400 ▲ 1,085,568

市立豊中病院 563 ▲ 1,331,539

市立池田病院 364 ▲ 1,771,085

泉大津市立周産期小児医療センター 98

泉大津急性期メディカルセンター 300

市立貝塚病院 249 ▲ 685,283

市立ひらかた病院 335 ▲ 890,723

八尾市立病院 380 ▲ 1,446,407

りんくう総合医療センター 388 ▲ 82,148

和泉市立総合医療センター 307 ▲ 376,757

箕面市立病院 317 10,250

市立柏原病院 220 ▲ 719,857

市立東大阪総合医療センター 520 ▲ 1,229,737

阪南市民病院 185 ▲ 32,754

大阪府内の各市民病院の令和６年度（2024年度）経営状況

▲ 712,275

※ 各病院・各市のホームページ掲載の決算関係資料から引用。
   金額は千円単位(四捨五入)で表示。
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議
案
第
１
７
号
参
考
資
料

健
康
医
療
部
健
康
ま
ち
づ
く
り
室

年
度

内
容

令
和

元
年
度

（
20
19
年
度
）

・
第
１
回
跡
地
売

却
公

募
開

始
 複

数
者
が
参
加

表
明

令
和

２
年
度

（
20
20
年
度
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

景
気

後
退

を
理

由
に

参
加
表
明
者
が
辞
退
し
不
成
立

令
和

３
年
度

（
20
21
年
度
）

・
庁
内
活
用
意
向

の
照

会
実

施
・
第
２
回
跡
地
売

却
公

募
開

始
　
１
者
が
参
加
表

明
　
開
発
に
必
要
な

造
成

工
事

の
費

用
把

握
が

困
難

で
あ

る
こ

と
を

理
由

に
参
加
表
明
者
が
辞
退
し
不
成
立

令
和

４
年
度

（
20
22
年
度
）

・
建
物
解
体
や
造

成
等

に
係

る
各

種
費

用
の

精
査

を
実

施
・
庁
内
活
用
意
向

の
照

会
実

施

令
和

５
年
度

（
20
23
年
度
）

・
地
域
の
ま
ち
づ

く
り

の
観

点
か

ら
課

題
を

整
理

し
、

公
募

に
向

け
た

協
議
を
行
う
た
め
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
見
直
し
を
実
施

令
和

６
年
度

（
20
24
年
度
）

・
東
西
道
路
の
整

備
に

係
る

技
術

的
検

討
に

関
す

る
情

報
共

有
・
政
策
調
整
会
議

開
催

（
地

域
課

題
の

効
果

的
か

つ
早

期
の

解
決

に
向

け
、
市
が
主
体
と
な
り
東
西
道
路
の
拡
幅
整
備
を
進
め
る
方
向
性

を
確
認
）

令
和

７
年
度

（
20
25
年
度
）

・
庁
内
活
用
意
向

の
照

会
実

施
・
東
西
道
路
の
整

備
に

係
る

技
術

的
検

討
結

果
に

基
づ

く
関

係
者

と
の

協
議
内
容
の
情
報
共
有
と
公
募
に
関
す
る
諸
条
件
の
調
整

市
立

吹
田

市
民

病
院

跡
地

売
却

に
向

け
た

検
討
経
過
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